
福知山市 

商工会だより 
 

 

  

  

 

   

 

 

 

 

 

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆補助金額 

 必要経費の 1/2以内・上限 5万円 

◆補助対象経費（商談会及び展示会出展に係る費用） 

 出展料、会場借上費、会場等の装飾費、パンフ・カタログ等の広告宣

伝費、梱包及び運搬経費、運賃・レンタカー等の旅費、宿泊費 

◆申請手続き 

 商談会・展示会開催の 7日前までに提出（催事の概要を添付） 
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発行所：福知山市商工会 大江本所  56－5151 

            三和支所  58－3667 
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福知山市商工会 

販路開拓支援事業助成金のお知らせ 

◆対象回数 

 本年度に開催される商談会・展示会等で 1企業年 1回が対象 

◆申請条件 

 ・商品開発や販路開拓にかかる専門家の指導を受けた会員又は、今後専門

家の指導を受ける予定の会員 

 ・同一事業に関して、福知山市等他団体との重複申請はできません 

 ・出展後 2週間以内の実績報告及び 3カ月後の経過報告ができること 

 ・物産展等その場で販売をする催事は対象となりません。 

 

ｗｉｔｈ・ａｆｔｅｒコロナを支援する『福知山市の支援策』 

 

事業名 福知山市販路開拓支援事業補助金 
福知山市オンライン商談会 

出展補助金 

福知山市自社 ECサイト構築 

支援事業補助金 

事業内容 

福知山市外において開催される展示会や商

談会等へ参加する事業者に対し、コロナ対

策費を含む必要経費の一部を補助金として

交付します。 

オンラインで開催される商談会や展示会等

へ出展する事業者に対し、必要経費の一部

を補助金として交付します。 

自社商品及びサービスの販路開拓の推進に

よる地域経済の活性化を目的として、自社

EC（電子商取引）サイトの構築及び運営に

要する経費の一部を補助金として交付しま

す。 

対象者 

（共通） 

次の①及び②両方の用件を満たす事業者です。 

①福知山市内に本社または主たる事業所がある中小企業基本法第 2条第 5項に規定する小規模事業者 

②市税の滞納がない事業者 

※他の制度による補助金・助成金の交付を受ける場合は対象外となります。 

対象事業 

市内において製造、加工、開発された製品

やサービス等を不特定多数の方にＰＲする

市外開催の展示会、見本市、商談会 

市内において製造、加工、開発された製品

やサービス等を不特定多数の方に PR する

ためのオンライン商談会等への出展 

① 新たに自社ＥＣサイトを構築する事業 

② 既存の自社ＥＣサイトとは別に新たに自

社ＥＣサイトを追加する事業 

③ 既存の自社EＣサイトに新たに電子商取

引機能を追加する事業 

補助内容 

① 対象経費２分の１ 

（物販を伴う場合は 4分の１） 

② 関西県内（福井県含む）上限１０万円 

関西圏外 上限１５万円 

海  外 上限２０万円 

③ １事業者につき、通算５回まで 

① 対象経費の４分の１ 

② 上限 １５万円 

③ １事業者につき、１年度の１回のみ 

① 対象経費の４分の１ 

② 上限 １５万円 

③ １事業者につき、１年度の１回のみ 

募集期間 通   年 令和４年６月１日（水）～７月２９日（金） 

補助対象期間 通   年 令和４年９月～令和５年１月 

対象経費 

会場借上費・内装飾費・広告宣伝費・委託

費（展示物、調査費等）梱包運搬費・旅費・

人件費・謝礼・通訳翻訳料・宿泊費・参加

費 

参加費・機器借上費・機能使用料・通訳翻

訳料・謝礼・広告宣伝費・コンテンツ制作

費 

初期費用・委託費・通訳翻訳料・謝礼・月

額費用・決済手数料・広告宣伝費 

その他 

展示会等開催日の７日前までに、下記①～④の書類を福知山市役所産業観光課へ提出し

てください。 

① 補助金交付申請書 

② 開催される展示会等の概要や場所がわかるもの（パンフレット・ＨＰのコピー等） 

③ 対象経費のわかるもの（見積書・料金表のコピー等） 

④ 納税証明書 

※事業終了後に実績報告書を提出 

募集期間中に下記①～⑤の書類を福知山市

産業観光課へ提出してください。 

① 補助金交付申請書 

② 事業計画書 

③ 納税証明書 

④ 対象経費のわかるもの 

⑤ 構築する自社ＥＣサイトの概要がわかる

パンフレット等（任意） 

※交付決定後に事業を実施 

※事業終了後に実績報告書を提出 

 

「自社の優れた商品・製品・サービスの販路を広げたい！」と考えている会員事業所の皆様を応援します！！ 

 



 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新企画！福知山市 SDGs パートナー企業認定の会員事業者の取組み 

青年部主張発表中部ブロック予選大会『優秀賞』 

建設業部会「インボイス制度セミナー」 

総勢３０名の会員事業者が受講！ 

【セミナー及び個別度相談会の日程を追加決定！】 

令和４年度通常総代会が夜久野ふれあいプラザを会場に、総代７２名の

出席の中で３年ぶりに開催されました。京都府中丹振興局長様、福知山市

長様をはじめ９名の来賓のご臨席をいただき、令和３年度事業報告、令和

４年度の事業計画等４議案をすべてご承認いただきました。 

・承認いただいた議案は下記のとおり  

第 1号議案 運営規約の一部改正の件 

第 2号議案 令和３年度事業報告及び 

決算承認の件 

第 3号議案 令和４年度事業計画（案） 

及び予算（案）決定の件 

第 4号議案 令和４年度借入金最高限度 

額及び借入先決定の件 

 ６月２４日（金）、「ハピネスふくちやま」にて『令和４年度京都府商工

会青年部主張発表中部ブロック予選会』が開催されました。 

当会青年部からは上野航さん（上野システム）が代表として出場しました。

上野さんは、『商工会補助事業の活用と今後の 

目標』をテーマに発表し、見事に『優良賞』を 

受賞し、応援に駆け付けた青年部の仲間と一緒 

緒に喜びをわかちあっていました。 

 商売の本質はお客様をワクワクさせることにあります。常にそれを考え

ていると何でもないことが価値を生み出します。ある文具店の取り組みを

ご紹介します。 

 「入店時に当たり前にお客様が立ち止まる場所で、お客様をワクワクさ

せない手はない！」と思い、何を行ったか？アルコールディスペンサーを

ペリカンに見立て、突き出し部分に黄色い紙で口ばしを、本体部分の両側

に羽を付け可愛いキャラクターに変身させました。 

 敏感で感性豊かなお客様は大いに喜び笑顔に。そして、四季折々に変身

させました。 

お客様はそういう店が大好きで、買い物などの 

様々な形でお返しします。 

 一度試してみてください。 

ペリカン、秋はハロウィン、冬はサンタ、 

正月は和服等に変身させてみてください。 

令和４年度通常総代会 

『総代７２名出席で開催』 

6月 8日、10日、16日に三和、夜久野、大江の 3ヶ所で税理士の髙

栖啓敬先生をお迎えし「インボイス制度セミナー」を開催しました。いよ

いよ来年 10月から始まる「インボイス制度」が、自社にはどのような影

響があるのか、どんな準備が必要なのかなどお話しいただきました。みな

さん熱心に受講されさっそく登録される事業所様がありました。 

今後、希望により個別相談会を開催する予定ですので、お気軽にお問い

合わせください。 

経営コラム 

 

『アルコールディスペンサーが笑顔を生む！』 

 

３年ぶりの「夏まつり」開催情報 

 

＜やくの高原まつり＞ 
ステージイベント、うまいもの通りで夜久野の夏を盛り上げます。 
◆日 時 ８月２８日(日) 10：00～21：00 
◆場 所 夜久野高原芝生広場特設会場 
◆内 容 ステージイベント、うまいもの通り 他 
 

＜鬼力の由良川夏祭り＞ 
鬼滅の刃上映、夜店、ステージイベントをお楽しみ下さい。 
◆日 時 ８月 6日(土) 10：00～21：00 
◆場 所 京都丹後鉄道大江駅周辺 
◆内 容 鬼滅の刃等上映・ステージイベント・盆踊り大会・模擬店 他 

８６farm&まころパン（福知山市荒河） 

2018 年に啓太郎さんの生まれ育った福知山市で新規就農され、翌 2019 年に加工場が完成。「まころパン」としてパンの製造販売を始められました。

農業は主に啓太郎さん。パンは康子さんの担当。“ゆたかな「農」と「食」を次世代に！”を理念に、農薬や肥料を使わず微生物のチカラを活かしながら、

固定種・在来種を中心に年間約 150種類以上の野菜と 3種類の小麦を栽培されています。パンは、自家栽培の小麦粉全粒粉や京都府産“京小麦”、

野菜も自家栽培のものを使っています。また昨年から養蜂も始め、はちみつの収穫も始まっています。 

86farm の農業は農薬や化学肥料を使わないことで、大気・水質・土壌汚染を防ぎ、持続可能な農業を実現しています。海や陸の豊かさを守り、

全ての人の健康を守ることにつながっています。86farm の野菜は、自社サイトの他「たべチョク」でも販売されています。野菜のこと農業のこと

をもっと多くの人に知ってほしいとの思いから、農業体験・パン作り体験も始められています。 

海の京都ＤＭＯとコラボして、畑で収穫した野菜を使った「もりもり野菜パンづくり！体験」 

や、今後は種まきから間引き、草引き、収穫までの一連の農業体験メニュー 

にも取り組みたいと意欲的です。 

その他 86farm&まころパンの取組はホームページをご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

収穫体験とパン作り体験        岩切啓太郎さんと康子さん 

インボイス制度セミナー及び個別相談会 日程追加 

 

 ◆開催日時：令和４年 8月 1日（月） 

 ◆開催場所：京都府中丹勤労者福祉会館 

       （福知山市昭和新町 105／TEL 0773-23-2216） 

 ◆講  師：税理士 髙栖 啓敬 氏 

 ◆タイムスケジュール 

  10：00～12：00 個別相談会（30分×４者） 

  13：30～15：30 セミナー 

  15：45～16：45 個別相談会（３０分×２者） 

 

 詳細は同封のチラシをご覧ください。 

  

 


